
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局 および基地局 間の通信リンク を介した多重データサービスの
処理方法であって、該方法は、
　各々が少なくとも１つのサービス をサポートする複数の無線ベアラサービスを受
信するステップと、
　実質的に のサービス要求を有する無線ベアラサービスが結合されて単一論理
チャネル となるように複数の無線ベアラサービスを処理するステップ
と、
　を含む方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、 はさらに、
　無線ベアラサービス内のデータを複数の部分 へ分離するステップと、
　無線ベアラサービスからの実質的に同様なサービス品質要求を有する部分を結合して単
一論理チャネル の伝送ブロック とするステップであって、
伝送ブロック 当りの部分数 は可変である、ステップと、
　を含む方法。
【請求項３】
　請求項２記載の方法であって、さらに、
　単一論理チャネル の伝送速度を変えることなく優先順位の高い部分
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（２） （３） （４）

（６）

同様な品質
（４０ａ；４０ｂ）

該処理するステップ
（１６５）

（４０ａ；４０ｂ） （１４５）
（１４５） （１６９）

（４０ａ；４０ｂ）



が優先順位の低い部分 よりも先に伝送されるように異なる無線ベア
ラサービスからの部分に優先順位を付けるステップを含む方法。
【請求項４】
　 請求項３記載の方法であって、複数の部分 は

を含む方法。
【請求項５】
　 に記載の方法であって、さらに、
　トランシーバの出力電力が所定レベルよりも低いままとされるように伝送ブロック

の伝送をスケジュールするステップを含む方法。
【請求項６】
　請求項５記載の方法であって、所定レベルは時間と共に変動することがある方法。
【請求項７】
　請求項３記載の方法であって、優先順位付けは移動局 で行われる方法。
【請求項８】
　請求項３記載の方法であって、優先順位付けは基地局 で行われる方法。
【請求項９】
　 記載の方法であって、さらに論理チャネル

を物理チャネル 上へマッピングするステップを含む方法。
【請求項１０】
　
　

【請求項１１】
　

　

　

　
【請求項１２】
　
　
　

　
【請求項１３】
　
　

【請求項１４】
　

【請求項１５】
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（１６５） （１６５）

請求項２又は （１６５） 無線リンク制御／
媒体アクセス制御プロトコルデータユニット（ＲＬＣ／ＭＡＣ　ＰＤＵ）

請求項２から請求項４のいずれか一の請求項
（１

４５）

（２）

（３）

請求項１から請求項８のいずれか一の請求項
（４０） （５５）

請求項１から請求項９のいずれか一の請求項記載の方法であって、さらに、
トランシーバの出力レートが所定レベルよりも低いままとされるように異なる論理チャ

ネル（４０）の伝送速度をスケジュールするステップを含む方法。

基地局（３）との間の通信リンク（４）を介した多重データサービスの処理をする移動
局であって、

各々が少なくとも１つのサービス（６）をサポートする複数の無線ベアラサービスを受
信する受信手段と、

実質的に同様な品質のサービス要求を有する無線ベアラサービスが結合されて単一論理
チャネル（４０ａ；４０ｂ）となるように複数の無線ベアラサービスを処理する処理手段
と、

を有する移動局。

請求項１１記載の移動局であって、該処理手段はさらに、
無線ベアラサービス内のデータを複数の部分（１６５）へ分離する分離手段と、
無線ベアラサービスからの実質的に同様なサービス品質要求を有する部分を結合して単

一論理チャネル（４０ａ；４０ｂ）の伝送ブロック（１４５）とする結合手段であって、
伝送ブロック（１４５）当りの部分数（１６９）は可変である、結合手段と、

を有する移動局。

請求項１２記載の移動局であって、さらに、
単一論理チャネル（４０ａ；４０ｂ）の伝送速度を変えることなく優先順位の高い部分

（１６５）が優先順位の低い部分（１６５）よりも先に伝送されるように異なる無線ベア
ラサービスからの部分に優先順位を付ける優先順位手段を有する移動局。

請求項１２又は請求項１３記載の移動局であって、さらに、該複数の部分（１６５）は
無線リンク制御／媒体アクセス制御プロトコルデータユニット（ＲＬＣ／ＭＡＣ　ＰＤＵ
）を有する移動局。

請求項１２から請求項１４のいずれか一の請求項に記載の移動局であって、さらに、
トランシーバの出力電力が所定レベルよりも低いままとされるように伝送ブロック（１



【請求項１６】
　

【請求項１７】
　
【請求項１８】
　 記載の

【請求項１９】
　
　

【請求項２０】
　

　
　

　

【請求項２１】
　

【請求項２２】
　
　
　

　

　
、

【請求項２３】
　

【請求項２４】
　

【請求項２５】
　

【請求項２６】
　

【請求項２７】

10

20

30

40

50

(3) JP 3660245 B2 2005.6.15

４５）の伝送をスケジュールする伝送スケジュール手段を有する移動局。

請求項１５記載の移動局であって、所定レベルは時間と共に変動することがある移動局
。

請求項１３記載の移動局であって、優先順位付けは移動局（２）で行われる移動局。

請求項１１から請求項１７のいずれか一の請求項 移動局であって、さらに論理チ
ャネル（４０）を物理チャネル（５５）上へマッピングするマッピング手段を有する移動
局。

請求項１１から請求項１８のいずれか一の請求項記載の移動局であって、さらに、
トランシーバの出力レートが所定レベルよりも低いままとされるように異なる論理チャ

ネル（４０）の伝送速度をスケジュールする伝送速度スケジュール手段を有する移動局。

移動局（２）および基地局（３）間の通信リンク（４）を介した多重データサービスを
提供する装置であって、

論理チャネル（４０）を物理チャネルにマッピングする第１の手段（１０）、
実質的に同様なサービス品質要求を有するデータサービスが結合されて同一論理チャネ

ルとなるように複数の無線ベアラサービスを処理する第２の手段（１５）と、
該通信リンクの複数のデータサービスを含む無線ベアラを提供する第３の手段（２０）

を有する装置。

請求項２０記載の装置であって、該第２の手段（１５）の機能を制御する管理手段（２
５）をさらに含む装置。

請求項２０又は請求項２１記載の装置であって、
該第２の手段（１５）が、さらに
該サービスを表す該無線ベアラからのデータを複数の第１のユニットへ分離する論理リ

ンク制御手段（３０）、
該複数の第１のユニットを複数のより小さい第２のユニットへ分離する無線リンク制御

手段（３５）と、
同様なサービス品質要求を有するデータサービスからの複数のより小さい第２のユニッ

トを結合して単一論理チャネルとする媒体アクセス制御手段（３３）とを有する装置。

請求項２２記載の装置であって、該媒体アクセス制御手段（３３）はさらに該複数のよ
り小さい第２のユニットを結合するマルチプレクサ（４５）を有する装置。

請求項２２又は請求項２３記載の装置であって、該媒体アクセス制御手段（３３）はさ
らに論理チャネルの伝送速度を変えることなく優先順位の高い第２のユニットが優先順位
の低い第２のユニットよりも先に伝送されるように該複数のより小さい第２のユニットに
優先順位を付ける手段を有する装置。

請求項２１記載の装置であって、該管理手段（２５）が該第１、第２および第３の手段
（１０、１５、２０）を制御する全てのアルゴリズムおよび調整機能を有する装置。

請求項２０から請求項２５のいずれか一の請求項記載の装置であって、該第２の手段（
１５）はさらにトランシーバの出力電力が所定レベルよりも低いままとされるように物理
チャネル上のデータの伝送ブロックの伝送をスケジュールする装置。



　
【請求項２８】
　
【請求項２９】
　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
本出願はクリスチャンルーボル、パー　ベミング、ヨハン　ルンジョおよびマシアス　ヨ
ハンソンによる１９９７年９月２４日出願の米国仮特許出願第６０／０５９，８７０号“
Ｍｕｌｔｉ－Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｈａｎｄｌｉｎｇ　Ｗｉｔｈｉｎ　Ｏｎｅ　ＭＳ　ｉｎ　
ａ　Ｗ－ＣＤＭＡ　Ｓｙｓｔｅｍ”に関連しそこから優先権を請求するものである。米国
仮特許出願第６０／０５９，８７０号の開示は本開示の一部としてここに組み入れられて
いる。
（発明の背景）

本発明は移動局に関し、特に多重データ伝送サービスを同時にサポートする移動局の能力
に関する。
【０００２】

ワイヤレス電気通信のエリアにおいて増大する技術的開発により移動局（ＭＳ）と基地局
（ＢＳ）間に提供できるサービスの数も著しく増加してきている。移動局から利用できる
多様なサービスが開発され続けるにつれて、移動局はいくつかの異種のサービスをサポー
トする能力を取得するようになってきておりかつ開発しつづけている。これらのサービス
には、音声および映像等の、リアルタイム（ＲＴ）サービスおよびファイル転送等の、非
リアルタイム（ＮＲＴ）サービスが含まれる。
【０００３】
移動局においてこれらの多様なサービスをサポートしようとすると、各サービスの異なる
要求により問題が生じる。例えば、１つのサービスはサービス遅延要求のフレキシビリテ
ィが低い１０ - 3のビットエラーレート（ＢＥＲ）を必要とすることがあり、第２のサービ
スはより高いビットエラーレートを必要とするが遅延要求はより低いことがある。理想的
には、これらの各サービスは単一移動局により同時にサポートされる。
【０００４】
単一移動局から同時サービスを提供するための１つの解決法には新しいサービスを移動局
で利用できるようになるたびに、各サービスに対する新しい物理チャネルを作り出すこと
が含まれる。それは移動局の複雑さの観点から望ましくない。
【０００５】
もう１つの解決法には各サービスを同じチャネル上で多重化してチャネル上で単一コード
を利用することが含まれる。しかしながら、この解決法は極めて非効率的である。２つの
サービスが著しく異なるビットエラーレート要求を有する場合には、２つのサービスに対
する符号化、インターリービングおよび電力制御は最強要求を必要とするサービスがサポ
ートされるように実施しなければならない。したがって、実質的により高い要求を有する
第２のサービスにより第１のサービスを同じチャネル上で時間多重化する場合には、第１
のサービスに対するビットエラーレートの点からサービス品質（ＱｏＳ）は極端に高くな
り移動局に対するスペクトル効率が失われる。一方、より低い要求サービスのニーズに従
って符号化、インターリービングおよび電力制御が実施される場合には、より高い要求サ
ービスに必要なサービス品質は達成されることがなく、重大なサービス劣化を生じる。
【０００６】
多重サービスを提供する移動局のもう１つの問題には単一物理チャネル上への可変レート
データサービスのマッピングが含まれる。例えば、異なるサービスのデータレートが互い
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請求項２６記載の装置であって、所定レベルは時間と共に変動することがある装置。

請求項２４記載の装置であって、優先順位付け手段は移動局（２）で制御される装置。

請求項２４記載の装置であって、優先順位付け手段は基地局（３）で制御される装置。

（発明の技術分野）

（関連技術の説明）



に独立に変動する場合には、全体伝送速度が所定のレベルを超えないように移動局からの
伝送を調整することができる。
【０００７】
したがって、各多重サービスに対する最適動作条件を提供しさらに可変伝送速度を制御す
る能力を提供する単一移動局からの変化するシステム要求により多重サービスを利用でき
るようにする技術の開発に対する必要性が生じてきている。
【０００８】
（発明の概要）
本発明は移動局と基地局間の通信リンクを介した多重データサービス処理方法により前記
およびその他の問題を克服するものである。最初に、通信リンクのＲＬＣ／ＭＡＣプロト
コル層が複数の無線ベアラサービスを処理する。無線ベアラ内のデータは複数のデータブ
ロックへ分離される。分離されたデータブロックは実質的に同様なサービス品質要求を有
するサービスからの他のデータブロックと結合されて単一論理チャネルを介して伝送され
る伝送ブロックとなる。伝送ブロック当りデータブロック数は可変である。発生された伝
送ブロックは次に単一論理チャネルを介して伝送される。
【０００９】
伝送ブロック内のデータブロックは優先順位の高いデータブロックが優先順位の低いデー
タブロックよりも先に伝送されるように優先順位付けすることができる。それにより単一
論理チャネルの伝送速度を実際に変えることなくある種のデータブロックをより高い伝送
速度で伝送することができる。さらに、伝送ブロックを発生するトランシーバの出力電力
および／もしくは伝送速度が選択した所定値よりも低いままとされるように伝送ブロック
の伝送をスケジュールすることができる。
【００１０】
（発明の詳細な説明）
次に図面、特に図１に、移動局２および関連する基地局３のブロック図を示す。移動局２
および基地局３は移動局２と基地局３内のトランシーバ対５間に発生される通信リンク４
を介して通信する。移動局２はさらに無線インターフェイス通信リンク４を介して移動局
２から基地局３まで実現することができるいくつかのリアルタイム（ＲＴ）および非リア
ルタイム（ＮＲＴ）サービス６を含む。リアルタイムサービスは音声および映像伝送等を
含み非リアルタイムタイムサービスはデータファイル転送等のサービスを含む。
【００１１】
次に図２に、移動局トランシーバ５ａと基地局トランシーバ５ｂ間の通信リンク４を可能
にするプロトコル層を示す。プロトコル層は層１（物理層１０）、層２（ＬＬＣ　ＲＬＣ
／ＭＡＣ層１５）および層３　２０で示されている。層１（物理層）１０は層２への論理
チャネルを提供する。物理層１０は関連するネットワークの移動局２と基地局３間の通信
を提供する。物理層１０はネットワークと移動局２間の物理的無線チャネルを介した通信
能力を維持するのに必要な機能を制御する。層３　２０は無線ベアラを制御し、それは層
２により提供されるサービスにより実現される。
【００１２】
層２は無線リンク制御／媒体アクセス制御（ＲＬＣ／ＭＡＣ）プロトコルおよび論理リン
ク制御層（ＬＬＣ）プロトコル３０を提供する。ＲＬＣ／ＭＡＣプロトコルは無線資源管
理および無線リンク制御に必要なシグナリングを発生する。ＲＬＣ／ＭＡＣプロトコルの
実際の制御は管理プレーン２５により処理される。管理プレーン２５はＲＬＣ／ＭＡＣプ
ロトコルを制御するのに必要な全てのアルゴリズムおよび調整機能を含み各層１，２，３
上に広がる。
【００１３】
ＬＬＣプロトコル層３０出力は管理プレーン２５により確立される無線リンク制御プロト
コル（ＲＬＣ）３５により処理される。ＬＬＣ層３０により発生されるＬＬＣ－ＰＤＵ（
プロトコルデータユニット）は無線インターフェイスに適したＲＬＣ－ＰＤＵサイズを提
供するためにＲＬＣプロトコル３５によりさらにＲＬＣ－ＰＤＵへセグメント化される。
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ＲＬＣプロトコル３５は明確に分類されたデータのストリームを提供し、それは論理チャ
ネル４０上にマッピングされる前にマルチプレクサ４５を介してチャネル符号化およびイ
ンターリーブされる。層１へ伝送される前にＣＲＣコードがＲＬＣ－ＰＤＵに付加される
。
【００１４】
生成されると、ＲＬＣ－ＰＤＵは管理プレーン２５により適切な論理チャネル４０上へマ
ッピングされる。ＲＬＣ／ＭＡＣプロトコル層１５のＭＡＣプロトコル３３はＲＬＣプロ
トコル３５から物理層１０上へのＲＬＣ－ＰＤＵのマッピングを処理する。ＭＡＣプロト
コル３３は多数の移動局２が共通伝送媒体を共有できるようにする手順を定義し、それは
いくつかの物理チャネルにより構成することができる。ＭＡＣプロトコル３３は同時に伝
送を試みる多数の移動局２間の調停を行いかつ衝突回避、検出および回復手順を提供する
。ＭＡＣプロトコル３３のオプションにより単一移動局２がいくつかの物理チャネルを並
列に使用することができる。
【００１５】
次に図３に、論理チャネル４０を物理チャネル５５上にマッピングするためのいくつかの
方法を記述する物理層１０の１実施例を示す。論理チャネル４０は図３に示すチュネル符
号化およびインターリービングの異なるチェーン内の分岐を表わす。論理チャネル４０ａ
はリード－ソロモン符号化等の任意数の符号化技術を使用して６０において外部符号化さ
れ、５５においてインターリーブされる。符号化されインターリーブされた信号は外部符
号化もしくはインターリーブされていないもう１つの論理チャネル４０ｂにより７０にお
いて時間多重化される。時間多重化されたデータストリーム７５は８０において畳込み符
号化技術を使用して内部符号化され８５において非符号化（すなわちより高いレベルで符
号化される）論理チャネル４０ｃにより多重化される。この多重化されたデータストリー
ム９０は１００において反復もしくは穴あけ（ｐｕｎｃｔｕｒｉｎｇ）を使用して処理さ
れた後で１０５において第２のインターリービングが行われる。その後、インターリーブ
されたデータストリームは１１５において同様に処理されたデータストリーム１２０によ
り多重化される。１１５における多重化プロセスにより得られるデータストリームが単一
物理的チャネル５５には管理できない高いデータレートを有する場合には、１１５の多重
化プロセスからのデータストリームをデータ分割プロセス１２２によりいくつかの物理チ
ャネル５５へ分割することができる。
【００１６】
このプロセスは各々が１つ以上の論理チャネル４０を１つ以上の物理的チャネル５５上へ
マッピングするいくつかの並列インプリメンテーションへ拡張することができる。論理チ
ャネル４０から物理チャネル５５へマッピングするための特定の構成が移動局２と基地局
３間のベアラ開設により発生され、新しいベアラが開設もしくは解放される時は再構成を
遂行しなければならない。典型的に、構成は図３に示すものと同様である。例えば、２つ
の異なるサービスが個別の外部ループ電力制御を可能にする異なる物理チャネルへ分割さ
れることにより利益を得るため単一チャネルしか外部符号化されない論理チャネル４０の
多重化は一般的に勧められない。
【００１７】
本発明は無線ベアラ２０が論理チャネル４０上にマッピングされてさまざまなサービスミ
ックスの効率的管理を可能にするフレキシビリティを提供する。移動局２複雑性の観点か
ら、異なる無線ベアラを２，３の拡散コード上だけで多重化しなければならない。一方、
異なる無線ベアラが異なる要求を有する場合には、全ての無線ベアラを単一コード上にマ
ッピングすることは望ましくない。例えば、１つのベアラが音声データを運びもう１つが
映像データを運び、しかも両方が同じコード上にマッピングされる場合には、映像データ
が音声データよりも遥かに高いビットエラーレート要求有するため、信号の伝送に必要な
電力要求は不明確となる。電力が映像サービスの要求に調整されれば、音声サービスの品
質は高くなりすぎて移動局の帯域幅が無駄になる。したがって、要求が音声サービスに調
整されれば、映像サービスのビットエラーレートが高くなりすぎる。

10

20

30

40

50

(6) JP 3660245 B2 2005.6.15



【００１８】
次に図４に、ＲＬＣ／ＭＡＣプロトコル層１５と物理層１０間の相互接続の単純化した図
を示す。３つのサービスアクセスポイント１２５が無線ベアラをＲＬＣ／ＭＡＣ層１５へ
与える。本例では、２つの無線ベアラ、すなわち１２５ａおよび１２５ｂ、は同様なＢＥ
Ｒ要求を有する。論理リンク制御３０（ＬＬＣ）出力は図２について前記したようにＲＬ
Ｃプロトコル３５により処理される。ＲＬＣ／ＭＡＣプロトコル層１５のＭＡＣプロトコ
ル３３は同様なＢＥＲ要求を有する２つの無線ベアラ１２５ａ、１２５ｂがマルチプレク
サ４５により単一論理チャネル４０ａ上に多重化されるようにＲＬＣ－ＰＤＵブロックの
多重化を制御する。無線ベアラ１２５ｃは他のサービスからのその異なる要求によりそれ
が単一論理チャネル４０ｂ上にマッピングされるようにＲＬＣ／ＭＡＣ層１５により処理
される。
【００１９】
得られた論理チャネル４０ａ、４０ｂは次に図３について前記したように物理層１０によ
り処理される。このシステムの利点は同様なビットエラーレートおよびフレキシビリティ
要求を有するサービスが単一論理チャネル内へマッピングされて論理チャネル総数を低減
することができ、しかもチャネル内に含まれるサービスを改変することなく異なる性能要
求を有する論理チャネル４０の個別の符号化および処理が可能なことである。
【００２０】
次に図５に、無線ベアラ１２５からの制御／ユーザデータ１４０が層２のＲＬＣ／ＭＡＣ
プロトコルを使用して伝送ブロック１４５へ変換される方法を示す。層３制御／ユーザデ
ータ１４０はブロック１５０内へセグメント化されかつＣＲＣビット１５５により拡張さ
れてＬＬＣ層３０においてＬＬＣ　ＰＤＵ１６０を形成する。ＬＬＣ　ＰＤＵ１６０はよ
り小さいブロック、ＲＬＣ層３５におけるＲＬＣ／ＭＡＣ　ＰＤＵ１６５、へセグメント
化される。可変数のＲＬＣ／ＭＡＣ　ＰＤＵ１６５がＭＡＣプロトコル３３により伝送ブ
ロック１４５内に結合される。
【００２１】
ＲＬＣ／ＭＡＣ　ＰＤＵの数および伝送ブロック１４５内のビット数は伝送速度およびイ
ンターリービング長さに応じて時間と共に変動する。伝送速度およびインターリービング
長さの分散は伝送フォーマットといわれる。伝送ブロック１４５はＣＲＣビット１７０だ
け拡張することもできる。図５では、伝送速度は単一伝送ブロック１４５内に２つのセグ
メント１７２しか適合しないようにされている。しかしながら、次の伝送ブロック１４５
はチャネルの伝送速度に応じて２つよりも多いもしくは少ないセグメント１７２を十分運
ぶことができる。このようにして、可変速度伝送を遂行することができる。別の実施例で
は、ＲＬＣ／ＭＡＣ　ＰＤＵ１６５内にＣＲＣチェックビット１７を配置することもでき
る。それにより処理オーバヘッドが増すが大きいデータブロックに対する性能が向上する
。
【００２２】
前記したように、伝送フォーマットは物理チャネル上のある伝送速度と共に特定の方法に
おける符号化とインターリービングのシーケンスである。伝送フォーマットは、例えば、
チャネル内の可変ビットレートサービスもしくはシステムをオーバロードする危険性によ
り変更することができる。それが発生すると、伝送ブロック１４５当りビット数も恐らく
変化する。本図において、伝送フォーマットは伝送ブロック１４５が一時に２つのＲＬＣ
／ＭＡＣ　ＰＤＵを運べるようにされている。別の時点において、伝送フォーマットは伝
送ブロック１４５がより多くのもしくは少ないＰＤＵを運べるように変更することができ
る（伝送ブロックが運ぶことができるＰＤＵ数の最小値は１）。このようにして、伝送ブ
ロック内のブロック数、したがって、伝送速度を変えることにより可変ビットレートを容
易に管理することができる。
【００２３】
次に図６に、一対の無線ベアラサービスからの制御／ユーザデータブロック１４０を一緒
に多重化して単一伝送ブロック１４５とする方法を示す。制御／ユーザデータブロック１
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４０はセグメント化されたデータブロック部１５０およびＬＬＣ段３０において発生され
るＣＲＣビット１５５からなるＬＬＣＰＤＵ１６０へセグメント化される。ＬＬＣＰＤＵ
１６０はＲＬＣレベル１３５においてより小さいＲＬＣ／ＭＡＣ　ＰＤＵ１６５へ再分割
される。同様な要求を有する異なる無線ベアラのＲＬＣ／ＭＡＣ　ＰＤＵ１６５が単一伝
送ブロック１４５内に多重化されて論理チャネル４０上へマッピングされる。特定の時点
における伝送ブロック内のセグメント数を変えるように伝送フォーマットを変えることに
より伝送ブロック１４５内に含まれるサービスの可変ビットレートが処置される。
【００２４】
可変ビットレートは共有伝送ブロック１４５内で１つの可変ビットレートサービスを別の
可変サービスよりも高い優先順位とすることにより伝送フォーマットを変えずに対処する
こともできる。例えば、ブロック１６５ａ内に格納されたサービスはブロック１６５ｂ内
に格納されたサービスよりも高い優先順位とされる。それによりより優先順位の高いブロ
ックが最初に伝送される。このようにして、可変伝送速度は物理チャネルの実際の伝送速
度を変えずに処理され、したがって定帯域幅が維持される。
【００２５】
ＲＬＣ／ＭＡＣレベルにおいて同様な伝送要求を有するサービスを分類し同じグループ内
の異なるベアラを優先順位付けすることにより、フレクシブルな方法で可変伝送速度に対
処することができる。例えば、可変ビットレートサービスおよびビットエラー確率に関し
て同じ要求を有する利用可能なビットレートサービスを同じ論理チャネル上で一緒に分類
することができる。この場合、可変ビットレートサービスはどの伝送フォーマットが使用
されるかを自動的に決定する。しかしながら、全容量がこのサービスにより利用されるわ
けではない。したがって、同じ移動局の利用可能なビットレートサービスが同じ物理チャ
ネル上へ多重化される。次に図２に戻って、いくつかのサービスを並列に提供する移動局
は当然全ての伝送ブロックを同時に伝送しようとする。しかしながら、それにより送信機
電力が容認できないレベルまで高くなる。したがって、送信電力を基地局３により固定さ
れるレベルに維持するために、ＲＬＣ／ＭＡＣ層１５の管理プレーン２５は移動局２の送
信電力が固定閾値を超えることがないように異なるサービスグループにサービスする伝送
ブロックを優先順位付けることにより異なる伝送ブロック１４５の伝送をスケジュールす
ることができる。閾値が変更されると、ＲＬＣ／ＭＡＣ層１５は新しい閾値が満足される
ように伝送ブロック１４５の異なるグループの伝送をスケジュールすることにより容易に
新しい状況に適応することができる。
【００２６】
本発明の教示に従って同様な特性を有するサービスに従ってさまざまな無線サービスから
の伝送を分類し、特定のグループ内のサービスに優先順位を付け設定電力レベルを超えな
いように移動局内のＲＬＣ／ＭＡＣレベルのグループの伝送をスケジュールすることによ
り、単一移動局２による多重サービスの提供に対処するフレクシブルな機構が提供される
。サービスが可変ＢＥＲ要求および出力電力要求を有することがあるという事実はこの方
法を使用して容易に調整することができる。
【００２７】
本発明の方法および装置の好ましい実施例を添付図に例示し前記詳細な説明で説明してき
たが、本発明は開示した実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に明記された
本発明の精神から逸脱することなくおびただしい再構成、修正、および置換を行うことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　移動局、基地局および関連する通信リンクのブロック図である。
【図２】　移動局通信リンクに関連する通信プロトコルを示すブロック図である。
【図３】　物理層のブロック図である。
【図４】　本発明の方法に従ったサービスの分類を示す図である。
【図５】　伝送ブロックにより伝送されるＲＬＣ／ＭＡＣ　ＰＤＵへのＬＬＣブロックの
セグメント化を示す図である。
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【図６】　２つの別々の無線ベアラからのＬＬＣブロックの伝送ブロックへのセグメント
化を示す図である。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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